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令和７年度労政関係当初予算 

 

一般会計予算総額 

労 働 費 総 額 

１１０,３６０,０００千円 （Ａ） 

１３６,６３０千円 （Ｂ） 

（Ｂ）／（Ａ）×１００≒０.１２％ 

 

区  分 事 務 事 業 名 事 務 事 業 の 概 要 
予 算 

(千円) 

１ 技能功労者褒賞

事業 

(２４０千円) 

⑴ 技能功労者褒賞 長年、技能者として、

技術の向上や後継者の

育成などを通じて、業界

の発展に功績顕著な者

を褒賞する。 

２４０ 

２ 労働相談事業 

(６９０千円) 

⑴ 職業・労働相談 賃金、雇用、失業、内

職、労働争議等、労働問

題全般にわたる相談に

応じる。 

６９０ 

 

３ 勤労者福祉事業 

(２７,３７０千円) 

⑴ 勤労者資金融資預

託金 

労働金庫の金融基盤

を強化し、労働者の金融

対策の円滑化を促進す

る。 

また、勤労者の生活安定

と福祉の向上に資する

ため、労働金庫と協調

し、資金融資を行う。 

１０,０００ 

⑵ 勤労者文化厚生事

業 

松本地区労働者福祉

協議会が行う、メーデ

ー、体育、文化、厚生事

業等の推進のため助成

する。 

３,７００ 

⑶ 建設国民健康保険

組合補助金 

松本建設労組､ 松筑

建設労組に対し、建設国

保に係る事務費の一部

を補助する。 

５５０ 

⑷ (一財)松本市勤労

者共済会の支援 

市内の中小企業の従

業員と事業主を対象に、

共済金給付、生活資金融

資、保養施設の利用、レ

クリエーション等の福

利厚生事業を行う共済

会に補助を行い支援す

る。 

４,８７０ 
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区  分 事 務 事 業 名 事 務 事 業 の 概 要 
予 算 

(千円) 

⑸ 勤労者住宅建設資

金融資利子補給 

勤労者の住宅建設を

促進するため、労働金庫

から融資を受けて市内

に住宅を新築又は増改

築した場合、利子の一部

を補給する。 

１,６７０ 

⑹ 中小企業退職金共

済掛金の助成 

国の中小企業退職金

共済制度への新規加入

者に対し、掛金の２０％

を補助する。 

５,２８０ 

⑺ 特定退職金共済掛

金の助成 

商工会議所・商工会が

実施する共済制度への

新規加入者に対し、掛金

の２０％を補助する。 

１,３００ 

 ⑻ 健康経営普及促進

事業 

企業が従業員の健康

づくりを経営課題と捉

えて取り組む「健康経

営」を、主に中小企業に

対して普及促進する。 

０ 

４ 雇用対策事業 

(１３,０９０千円) 

⑴ 勤労者心の健康相

談事業 

仕事や職場でメンタ

ル面の悩みを抱える勤

労者とその家族、会社関

係者からの相談を、専門

の相談員を配置し対応

する。 

１,１５０ 

⑵ 若者職業なんでも

相談事業 

学卒後に就職できな

かった方、転職を考えて

いる方等とその家族か

らの相談を、専門の相談

員を配置し対応する。 

５８０ 

⑶ 女性活躍推進事業 社会的ニーズが高ま

るデジタル人材の育成

により、女性の就労や活

躍の場を支援する。 

４,４７０ 

 

⑷ 障害者雇用促進報

奨 

市内在住の障害者を

雇用した従業員３００

人以下の事業所で、法定

雇用率を達成した事業

主を表彰する。 

７０ 
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区  分 事 務 事 業 名 事 務 事 業 の 概 要 
予 算 

(千円) 

⑸ 労働相談支援事業 仕事や日常生活の悩

み、労使間トラブルなど

の相談に対し、専門の相

談員を置くＮＰＯ法人

への委託事業として対

応する。 

４,８８０ 

⑺ 新社会人激励のつ

どい 

地元企業に新規就職

をした若者を歓迎、激励

するため、商工会議所等

と主催で実施する。 

３００ 

⑻ 雇用福祉協議会の

育成 

中小企業の雇用対策、

福祉対策等労働諸問題

に対処するため、協議会

の育成を図る。 

５００ 

⑼ 雇用啓発事業 求職者の雇用促進を

図るため、商工会議所の

事業を支援・助成する。 

１８０ 

⑽ 職業訓練校の育成 技能労働者育成のた

め、認定職業訓練の運営

等に対し助成する。 

９００ 

⑾ 仕事と家庭の両立

促進事業 

企業における仕事と

家庭の両立可能な就業

環境の整備が必要とな

っているため、その啓発

を目的に企業や労働者

に向け、ワーク・ライフ・

バランスに関するセミ

ナーやＰＲを実施する。 

０ 

⑿ 労働教育 労働諸法、労働経済情

勢等について学習の機

会を設け、労働者の意識

向上に努める。 

 

 

 

６０ 
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区  分 事 務 事 業 名 事 務 事 業 の 概 要 
予 算 

(千円) 

⒀ 労働情報の提供 春闘結果、夏季、年末

一時金の妥結状況、労働

諸情勢の動向等を中心

に、勤労市民ニュース

「労政まつもと」の発

行。 

０ 

５ その他労政事業 

(１,６７０千円) 

⑴ 市長と労働団体と

の懇談会 

市長と松本地区労働

者福祉協議会に加盟す

る労働４団体の代表と

が、労働関係の諸問題

や、労働団体からの要望

事項などについて協議・

懇談を行い、相互理解を

図る。 

０ 

⑵ ものづくり人材育

成事業 

技能五輪全国大会の

開催を契機に、次代に繋

がる人材育成施策とし

て、地域産業の将来を担

う若年者の育成や地元

への就職、及び産業に必

要な人材確保など、総合

的に人材育成を支援す

る。 

１,６７０ 

⑶ 労働資料作成 「労働行政の概要」を

作成する。 

０ 

※一般職・会計年度任用職員の人件費と旅費を除く。 
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労働行政関係機関 

 

厚生労働省 長野労働局 

〒３８０－８５７２ 

長野市中御所１－２２－１ 

電話：０２６－２２６－０８６５ 

厚生労働省 長野労働局 松本労働基準監督署 

〒３９０－０８５２ 

松本市大字島立１６９６ 

電話：０２６３－４８－５６９３ 

厚生労働省 長野労働局 ハローワーク松本 

（松本公共職業安定所） 

〒３９０－０８２８ 

松本市庄内３－６－２１ 

電話：０２６３－２７－０１１１ 

厚生労働省長野労働局長野働き方改革推進支援セ

ンター 

〒３８０－０９３５ 

長野市中御所１－１６－１１ 

鈴正ビル３階 

電話：０１２０－０８８－７０３ 

独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構長

野支部 長野職業能力開発促進センター 松本訓練

センター（ポリテクセンター松本） 

〒３９９－００１１ 

松本市寿北７－１７－１ 

電話：０２６３－５８－２９０５ 

長野県 産業労働部 労働雇用課 

〒３８０－８５７０ 

長野市大字南長野字幅下６９２－２ 

電話：０２６－２３５－７１１８ 

長野県 産業労働部 産業人材育成課 

〒３８０－８５７０ 

長野市大字南長野字幅下６９２－２ 

電話：０２６－２３５－７１９９ 

長野県 松本地域振興局 商工観光課 

〒３９０－０８５２ 

松本市大字島立１０２０ 

電話：０２６３－４０－１９３２ 

長野県 中信労政事務所 

〒３９０－０８５２ 

松本市大字島立１０２０ 

電話：０２６３－４０－１９３６ 

長野県 松本技術専門校 

〒３９９－００１１ 

松本市寿北７－１６－１ 

電話：０２６３－５８－３１５８ 

ジョブカフェ信州 

(長野県若年者就業サポートセンター) 

〒３９０－０８１５ 

松本市深志１－４－２５ 

電話：０２６３－３９－２２５０ 

松本商工会議所 

〒３９０－８５０３ 

松本市中央１－２３－１ 

電話：０２６３－３２－５３５５ 

松本地区労働者福祉協議会 

〒３９０－０８４１ 

松本市渚１－２－１ 

電話：０２６３－２６－６０２９ 
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事 業 名 内    容 実 施 日 相  談  場  所 

若 者 職 業 

な ん で も 相 談 

学卒後に就職できなか

った方や、おおむね４０歳

くらいまでのフリーター、

転職を希望されている方、

職場での人間関係や適応

など職業に関するさまざ

まな相談にキャリアカウ

ンセラー等が応じます。 

月２回 

原則として 

第１土曜日 

第４金曜日 

松本市勤労者福祉センター 

３階 図書室 

電話：0263－35－6294 

勤 労 者 心 の 

健 康 相 談 

・気持ちが落ち込み気力

が出ない 

・夜中に目が覚めて眠れ

ない 

・他人の視線や言動が気

になる 

・職場や家庭のことで悩

みがある 

など 

上記のような職場や家

庭での悩み、不安を抱えて

いる人に、産業カウンセラ

ーや心理相談員等が相談

をお受けします。 

月５回 

原則として 

第１木曜日 

第２月曜日 

第２木曜日 

第３木曜日 

第４月曜日 

松本市勤労者福祉センター 

３階 図書室 

電話：0263－35－6294 

職業･労働相談 

求人票の閲覧や求人情

報提供の他、労働問題全般

について専任の相談員が

対応します。 

水曜日 

松本市勤労者福祉センター 

職業・労働相談室 

電話：0263－35－6294 

生活･労働相談 

仕事や労使間トラブル

をはじめ、日常生活全般の

悩みについて、担当の相談

員が対応します。 

月～金曜日 

ＮＰＯ法人 

ユニオンサポートセンター 

電話：0263－39－0021 

  

商工課労働・雇用担当の相談事業 


